
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人兼子一、同畔柳達雄、同花岡巌、同杉村信近、同杉村暁秀の上告理由

第一点ないし第三点（上告理由書第二編第一章）について。

　本願発明は、その明細書によれば、要するに、中性子の衝撃による天然ウランの

原子核分裂現象を利用し、その原子核分裂を起こす際に発生するエネルギーの爆発

を惹起することなく有効に工業的に利用できるエネルギー発生装置を得ることを目

的とするものというのである。そのような装置の発明であるとすれば、それは単な

る学術的実験の用具とは異なり、少なくとも定常的かつ安全にそのエネルギーを取

り出せるよう作動するまでに技術的に完成したものでなければならないのは当然で

あつて、そのためには、中性子の衝撃による原子核の分裂現象を連鎖的に生起させ、

かつ、これを適当に制御された状態において持統させる具体的な手段とともに、右

連鎖的に生起する原子核分裂に不可避的に伴う多大の危険を抑止するに足りる具体

的な方法の構想は、その技術内容として欠くことのできないものといわなければな

らない。

　論旨は、その装置が定常的かつ安全に作動することは発明の技術的完成の要件に

属しないものと主張し、また、それが旧特許法一条にいう工業的発明とするのには、

発明の技術的効果が産業的なものであれば足りると論ずるが、本願発明が連鎖的に

生起する原子核分裂現象を安全に統制することを目的としたものであることに目を

蔽うものであり、また、それが定常的かつ安全に実施しがたく、技術的に未完成と

認められる以上、エネルギー発生装置として産業的な技術的効果を生ずる程度にも

至つていないものといわざるをえない。�
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　論旨は、原判決が乙第二号証（特許庁抗告審判官の依嘱による科学研究所主任研

究員Ｄの作成に係る調査報告書、以下Ｄ報告書と称する。）に基づき、本願発明を

その明細書の記述では実施に耐えないものと認定したのを失当とし、まずＤ報告書

の記述に矛盾、過誤があるものという。しかし、その矛盾として指摘する点は、右

報告書を正解せず、その臆側的な記述の部分を捉えて、本願発明をその明細書のま

までも実施可能と認めたものと主張するものにすぎない。また、右報告書が、訂正

後の本願発明の明細書にはトリウムを燃料材として使用する記載は削除されていた

のにかかわらず天然トリウムはそのままでは燃料材とならない旨を記述したことお

よび理論的には可能であるとしても非能率で実施面においてはほとんど問題とされ

ない天然ウラン重水均質構成炉を看過して、天然ウランと減速物質との組合せには

不均質構成を必須とする旨を記述したことは、いずれも過誤といえるほどのもので

はない。なお、右報告書は、原子炉の制御に関し「時おくれの中性子」の影響を考

慮しない制御方法の不備を指摘するが、所論のように本願発明の装置がカドミウム

による制御方法を具えずしてもつぱら温度による自己制御によるものと記述してい

るわけではない。

　このほか、論旨は、Ｄ報告書は本件出願当時の公知事実を全然判定の資料として

いないものというが、首肯するに足りる根拠はなく、また、技術的見地からなされ

た右報告書について原審が法律的観点から審査していないと非難する所論のあたら

ないことは、原判決の判示から十分窺うことができる。されば、原判決には、所論

のような採証上の違法も審理不尽も認めがたい。

　論旨は、さらに、本願発明の明細書につき原判決が開示を不十分とした点は、明

細書として不備ではなく、出願当時の技術水準により明細書そのままの記述から本

願発明は作動し実施しうべきものと主張する。すなわち、原判決が燃料材および減

速物質として使用されるウラン、黒鉛、ベリリウム等は特別高純度のものを必要と
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すべきであるのに、明細書には重水以外には明確な指定のないことを指摘したのに

対し、論旨は、これを当時すでに公知かつ常識に属する事項に属し、明細書に記載

するまでもないという。しかし、当時の技術によつて一般に生産されるそれら物質

よりはるかに高純度のものが要求される以上、それを明細書に開示すべきは当然で

あり、それは所論の共鳴吸収の記述などとは別個の問題に属する。その要求される

純度は、物質の種類により、また、その組合せにより、その許容度を異にするとし

ても、それは二、三の実施例をあげて説明すれば、他に類推も可能であり、説明の

できないものとは認められない。つぎに、原判決が天然ウランと減速物質との配置

は不均質構成を必須とすべきであるのに、明細書にはその記述を欠く旨を指摘した

のに対して、論旨は、天然ウランと重水との均質構成の可能を論じ、かつ、不均質

構成についても記述があるものというが、重水につき例外を認めなかつたことが実

施面において過誤といえるほどのものでないことは前叙のとおりであり、その明細

書に掲げる多くの減速物質につきどのような構造や処理によつて不均質構成とすべ

きかについて十分の記述もなく、これを必須ともしないことは、本願発明の明細書

として不備といわざるをえない。その実施例における重水の使用量を過少とした原

判示も不当でない。また、原判決が冷却物質、配管材料その他原子炉中に導入され

る設備の構築物質の中性子吸収の度合、さらに原子炉が作動する場合に発生する熱

と強い放射線のウラン、重水や上記諸物質に与える影響については明細書に配慮が

欠けている旨を判示したのに対し、論旨は、それは明細書において配慮されていな

いわけではなく、記載を要するまでもない事項のようにいう。しかし、その挙示す

る公式によつて構築物質等が自ら定まるものとは認めがたく、これら危険に耐える

構造等の具体的な開示は、この装置を定常的かつ安全に作動させるためにも、その

技術内容として必要と解すべきである。なおまた原判決が「時おくれの中性子」を

意識しての原子炉の制御方法につき明細書に記述を欠くのを不備としたのに対し、
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論旨は「時おくれの中性子」の発生はむしろ原子炉の安全性を高めるものであるか

ら考慮の要がないように論ずるが、それによつて原子核分裂の連鎖反応による中性

子の増大を緩和するのは一定の範囲内に限られるものと認められ、その記述を不要

とすることはできない。

　このほか、論旨は、原判決が原子核分裂の連鎖反応を生起させるための原料の臨

界量について明細書にも添付図面にも明確な開示のないことを指摘しているのに対

し、臨界量は個々の装置ごとに異なるもので、その具体値を明細書に記載すること

は不能であり、核連鎖反応は原料の量が多ければ多いほど起こりやすい以上、予め

明確にすることは不要と主張する。しかし、原料が臨界量に達しないかぎり核連鎖

反応は生起せず、エネルギーは発生しないのであるから、その臨界量ないしこれを

測定する方法を開示することは、本願発明の基本的な事項といわざるをえない。

　発明の明細書においては、その発明の属する技術分野における通常の知識とみら

れる程度の事項については必ずしも記載を要しないこと所論のとおりであるとして

も、原判決は、本件特許出願がはじめて仏国においてなされた一九三九年当時の当

該技術の分野における通常の知識水準については、甲第一、二号証の各一、二、三

（一九三九年四月発行の雑誌「ＮＡＴＵＲＥ」および同年三月発行の「Ｌ’ＡＣＡ

ＤＥＭＩＥ　ＤＥＳ　ＳＣＩＥＮＣＥＳ」の報告書）の各記事その他の諸文献に徴

しても、前叙の明細書の記載につき不完全と指摘した諸点をすでに解決済とするほ

どその原子炉を実現する技術に関する常識が進歩していたとは認められないとし、

さらに、甲第二七号証（Ｈ・Ｄ・スマイス、原子爆弾の完成）の記述にかんがみ、

当時当該技術の分野において通常の知識を有する者が、果して本件明細書を閲読し

て、本願発明をその実施に移しうる程度に実際的常識が進歩していたとするのは、

はなはだ疑問であるといい、ことに、前記臨界量の点については、当時核連鎖反応

生起の可能性は認められながらもその実現は困難であつたのであり、本願発明の当
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初の明細書に記載するように臨界量の測定ないし推定が数次の実験により容易に推

測し得る程度のものであつたとは到底認められない旨を判示しているのである。そ

して、かかる認定について違法と目すべき点は存しない。されば、本件明細書の記

述を不十分とした原判決を非難して、当時の技術水準をもつて右明細書による本願

発明の実施を可能とする所論は、到底首肯しがたい。

　なお、論旨は、本願発明について、それが定常的かつ安全に作動することはその

発明たるの要件にあたらないとする見地から、原判決が本願発明につき純粋に可動

しうるか否かを判断していないものと論じ、本願発明はその明細書の記述をもつて

その可動性を十分認められるべきものと主張するが、そのような見地は採用しがた

く、所論の理由のないことは、前叙したところから明らかである。

　論旨はいずれも採用しがたい。

　同第四点ないし第六点（上告理由書第二編第二章）について。

　発明は自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術に関する創作的な思想である

が、特許制度の趣旨にかんがみれば、その創作された技術内容は、その技術分野に

おける通常の知識・経験をもつ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的と

する技術効果をあげることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでな

ければならない。従つて、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発

明としては未完成であり、もとより旧特許法一条にいう工業的発明に該当しないも

のというべきである。

　ところで、特許出願の手続においては、右のような発明の技術内容の全貌が明細

書（その添付図面を含む。以下同じ。）のうちに開示されて、その記述が審査の対

象となるわけである。その発明が技術的に完成されたものかどうかも、明細書の記

述によつて判断されるのである。されば、右記述において発明の技術内容が十分具

体化、客観化されておらず、その技術分野における通常の知識を有する者にとつて
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容易に実施可能とは認めがたいとすれば、その発明の実体は技術的に未完成のもの

として発明を構成しないと判断して妨げないのである。原判決が、本願発明につい

て明細書の記述の不完全から結局これを旧特許法一条にいう工業的発明にあたらな

いと解したのは、このような見地に拠るものとして正当と認めることができる。論

旨は、明細書の記述の不完全を理由として発明を未完成と認定するのは、明細書に

おける開示の問題と発明の完成の問題とを混同するものと非難するが、明細書の記

載を通じて発明の実体、その特許能力の有無を審査させる法の建前を無視した論と

いうべきである。

　明細書における発明の技術内容の記述が、その技術分野における通常の知識を有

する者が容易にそれを実施できる程度に示されなければならないのは、前叙のよう

に発明の技術的完成を開示するため当然のことに属し、旧特許法のもとにおいては、

同法施行規則三八条三項、同法五七条一項三号等の規定をまつまでもないのである。

従つて、論旨の説くように、本願発明について適用されるべき規定は、上記各規定

の改正前のものであつたとしても、そのために原判決の判断の結果に影響するもの

とは考えられない。（なお、右施行規則の改正は、三八条四項を三項に繰り上げた

のみで規定の内容に変更はないが、右特許法の規定は、改正後では明細書に発明の

実施に必要な事項を記載していなかつたものは、誤つて登録された後でも特許無効

の原因とある旨を定めたのに対し、改正前では、右事項を故意に記載しなかつた場

合に限つて特許無効原因とした相違がある。しかし、改正前のそれは、一旦登録を、

許されたものであるから政策的に特許を無効とする場合を制限したものと認められ、

その規定から逆に、右改正前では、故意によらないかぎり、明細書に発明を実施し

うべき程度に記載がなくても足りると論じうるものではない。改正前の右規定もま

た明細書には発明を実施しうべき程度に記載せられるべきことを前提としていたこ

とは、改正後と異ならない。）
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　論旨は、なお、原判決は当該技術分野における通常の知識を有する者が容易に実

施できる程度という意味を誤解し、本願発明につきその明細書において不当に細目

的事項までの開示を要求したものであり、かつ、それらの事項が当該技術分野の専

門家において容易に知りえない事項かどうかについても審理を欠いた違法があるも

のと主張する。しかし、原判決が本件明細書の記述を不十分とした諸点は、専門的

知識をもつて報告されたものと認められる前記Ｄ報告書に基づいて適法に認定され

ているところであり、それらの事項や臨界量が本件出願当時のその技術分野におい

て十分解明されていなかつた事実も、また挙示の各証拠によつて適法に認定されて

いるのである。そして、それらの事項が原子炉の安全な作動につき重要でない細目

的事項と認めるに足りる証拠はない。されば、その出願当時において、その技術分

野における通常の知識をもつ者が右明細書に記述されたところによつて容易に反覆

実施できたとは認められないとして、前叙のような判断を示した原判決に、所論の

違法は存しない。

　論旨はいずれも採用できない。

　同第七点ないし第九点（上告理由書第二編第三章）について。

　論旨は、原判決が本願発明の明細書における明白な記載を無視し、これに危険防

止安全確保の手段が具体的に明らかにされていないと判示したものというが、原判

決は、所論のような手段の記載が全くないと判示したのではなく、明細書に記載さ

れたところは概ね理論的な指示以上に出でず、積極的に具体的手段を明示していな

いうえ、構築材料、配管材料等に対する放射線の影響や「時おくれの中性子」の制

御度合に関する考慮等が払われていないので、上記のように判示したものと認めら

れる。論旨は、原判決を正解しないものというべきである。

　本願発明の実施に伴う危険は、一般の動力装置におけるような通常の手段方法で

阻止できない特異のものであり、しかもその装置の作用効果を発揮するためには不
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可避的のものであるから、その防止の具体的手段は、発明の技術内容を構成するも

のといわざるをえない。論旨は、原判決の判断をもつて本願発明の装置の可動性の

条件と安全性の条件とを混同したもののように非難するが、その発明の特質を看過

したものであつて、安全性を除外して原子炉の作動は考えられないのである。また、

すでに本願発明が技術的に未完成と認められるものである以上、その危険がある点

で旧特許法三条四号適用の問題であつて同法一条適用の問題ではないとする所論の

あたらないのはいうまでもない。さらに、論旨は、発明が危険性のために未完成と

いえるのは危険性がその発明の効果の発生を妨げる場合でなければならないとし、

本願発明についていえば、装置を実施すれば不可避的に爆発が起こるとか、危険で

エネルギーが制御された形で取り出せない場合がこれにあたるとし、本願発明を未

完成ではないと主張するが、その装置が定常的かつ安全に作動できることをこの発

明の要件とみない見地に立つての反論であり、本願発明の特質を見誤つたもので、

首肯しがたい。

　このほか、論旨は、原判決は本件出願当時の技術水準に基づかず本願発明の装置

を本質的に危険なものとみなし、原子爆弾と原子炉との本質的差異を見失つたもの

と論ずるが、そのいうところは、本願発明当時の技術水準では、原爆型の急激な連

鎖反応を起こすこと自体不可能な段階にあつたから、いかように原子炉を作つたと

ころで原爆型の危険は絶対に起こりえなかつたし、原子炉には危険性はないとする

のである。しかし、原判決は本願発明を原子爆弾と同様の危険性を認めて安全確保

の必要を判断したものと認める根拠はない。原子炉が作動する場合にその制御がよ

ろしくなければ核連鎖反応を強烈ならしめて爆発の虞れがないとはいえないはずで

あり、現に、今日まで諸国で、原子炉についていくつかの大事故のあつたことも一

般に知られているところである。このような危険性は、当時の技術水準がこれを意

識すると否とにかかわりなく存在する。原子核分裂にあたつて発生するベータ線、
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ガンマ線、中性子線の危険性についても同様のことがいえるわけである。原判決は

これらの危険に対する具体的な対応手段について本願発明に不十分なものがあるこ

とを指摘しているのであつて、論旨は的はずれの論といわざるをえない。

　論旨はいずれも理由がない。

　同第一〇点（上告理由書第二編第四章）について。

　論旨は、特許出願の審査にあたつて、その発明の完成の有無、第三者によるその

実施の可能性の有無についての判断は、必ず出願当時の技術を基準としてなされる

べきものであるのにかかわらず、原判決は、本願発明の明細書の開示につき、出願

後の時期に至つてはじめて明らかになつた知識を考慮して判断しているのであつて、

これは法の解釈適用を誤つたものという。

　しかし、発明が完成していたかどうかを出願時を基準として判断するとは、その

出願当時において発明がすでに技術的に完成していたかどうかを判定することであ

つて、その出願当時判明している技術知識を基準としてその完成の有無を判定する

ことではない。右の判断にあたつては、出願後に判明した事実であつても、それを

資料とすることを許さないとする理由はない。これを本件についていえば、本願発

明の出願当時において、その明細書に記載どおりの技術内容のものが、その当時の

技術水準のもとで、発明の目的とする作用効果を生ずるように作動しうるものであ

つたかどうかを判断するにつき、出願時以後に原子炉の作動に関し判明した知識を

資料とすることは、なんら妨げないのである。されば、原判決が原子炉の作動に必

要な条件として認定したところに、仮に本件出願後に判明した知識に基づいたもの

があるとしても、所論の違法は存しない。従つてまた、明細書の記述は出願当時の

技術知識を基準として判断すべく、出願後に判明した事柄は明細書に記載されなく

ても、当時の技術水準によれば不備とはいえないものとし、この点に対する原判決

の判断を失当とする所論は、その前提においてすでに誤りあるもので、採用のかぎ
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りでない。

　同第一一点（上告理由書第二編第五章）について。

　論旨は、原審において上告人が外国においても本願発明が特許されている事実を

立証したのに対し、原判決がわが国と法制、慣行、技術事情が異なるとの判示をも

つて応えたのみで、なんらこのことを万国共通であるべき事実認定の資料とせず、

また、逆にこれを排斥する判示もしていないのは、証拠の判断を脱漏し、理由不備

の違法をおかしたものという。

　上告人は、原審において甲第三号ないし第五号証（英国、カナダおよび独逸の各

特許明細書）を提出したが、それら特許明細書によつた特許の適否について判断を

求めたものでないことはいうまでもない。されば、これら特許が正当に与えられた

ものとして、これらについてそれぞれの国がとつた判断に同調を要求することは無

理である。これら書証は、本願発明が旧特許法一条にいう工業的発明を構成するこ

との立証として提出されたものと認められるから、原判決は、これら書証を挙示し

て、このように他国において特許されているからといつて、乙第二号証（Ｄ報告書）

の鑑定意見等を覆し、本件明細書をもつてわが国において特許を与えるに十分な程

度に完備しているものとは認めがたいと判示して右書証を採用しない趣旨を明らか

にしているのであるから、その証拠判断にも欠けるところはなく、論旨は理由がな

い。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　横　　　田　　　正　　　俊

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　田　　　中　　　二　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　村　　　三　　　郎
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　松　　　本　　　正　　　雄

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　飯　　　村　　　義　　　美
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